
◎
公
職
選
挙
法
及
び
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ

っ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
　
新
旧
対
照

表
○
公
職
選
挙
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

（第

一
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（例
綱
剤
刻
は
改
正
部
分
）

（■
コ
列

――
剤
切
刊
割
剤
剤
Ｈ
朝
刻
釧
刻
調
に
よ
る
文
書
図
画
の
頒
布
）

第
百
四
十
二
条

の
二
　
第
百
四
十
二
条
第

一
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

等
を
利
用
す
る
方
法

（電
気
通
信

（電
気
通
信
事
業
法

（昭
和
二
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
送
信

（公
衆
に
よ

つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電

気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
文
書
図
画
を
そ
の
受
信
を
す
る
者
が

使
用
す
る
通
信
端
末
機
器

（入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像

面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
頒
布
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

2

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
で
あ

つ
て
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

割
剤
矧
日
製
獨
ｑ
コ
州
に
よ
り
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
頒
布
さ
れ
た
も

の
は
、
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、

そ
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（切

エー
刻
Л
璃
Ｎ
藝
姻
矧
側
刷
「
割
コ
倒
に
よ
る
文
書
図
画
の
頒
布
）

第
百
四
十
二
条
の
三
　
第
百
四
十
二
条
第

一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等

を
利
用
す
る
方
法

（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法

（電
気
通
信

（電

気
通
信
事
業
法

（昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信

（公
衆
に
よ

つ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。
）
に
よ
り
、

文
書
図
画
を
そ
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器

（入
出
力
装

置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
翻

（
‐
留
封
副
引
「
引
引
「
郷
劉
国
目
「
【
――
留
ｑ
湖
伺
り
潮
珂
侶
等
イこ―

隣

す

る
法

律

（
平
成

十

匹
年

法

律

第

二
十

六
号

）
第

二
条

第

一
号

に
規

定

す

る
電

子

メ
ー

ル
を

い
う
て

り

下
魔

じ
て
）

を

和

用

す

る
方

法

を
除

い
た

も

の

河
州
引
尉
捌
司
同
引
。
）
に
よ
り
、
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
で
あ

つ
て
功
ギ
ブ
ザ
布
刊
螂

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙

の
期
日
の
前
日
ま
で
に
頒
布
さ
れ
た
も
の

は
、
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
当
日
に
お
い
て
も
、

そ
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
り
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用

３
　
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙
運
動

の
た
め
に
使

３
　

ウ

エ
プ
サ
イ
ト
等

を
利

用
す

る
方
法

改
　
正
　
案

現
　
　
　
行



用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
劉
湘
咽
ョ
卿
鋼
淵

御
剣
ヨ
羽
月
Ц
】
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い

，９
。
）
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
者
に

連
絡
を
す
る
際
に
必
要
と
な
る
情
綿

（次
条

に
お

い
て

「電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す

る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【削
る
〕

す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（特

定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
尉
劇
司
副
研
。
）
そ
の
他
の
イ
ン
タ

ー
ネ

ツ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
者
に
連
絡
を
す
る
際
に
必
要

と
な
る
情
報
瀾
以
司

「電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該

文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機

器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（電
子
メ
ー

ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
文
書
図
画
の
頒
布
）

第

百
四
十

二
条

の
四
　
第

百
四
十

二
条
第

一
項
及

び
第

四
項

の
規

定

に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
据
げ
る
選
挙
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

咽

匂

制

刺

咽

謝

¶

引

刑

劉

翻

鋼

引

詞

日

日

四

趨

∃

到

訓

た―

め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

引

藝

『

畑

薗

目

翌

日

翼

翻

倒

鋼

困

網

習

劉

翻

コ

褻

四

獨

鎖

翻

醤

同

製

褻

堀

周

制

鍋

ヨ

翻

『

獨

鋼

目

醤

司

翼

靱

期

目

制

鍋

及
び
公
刷

の
候
補
者

た
る
参
議
院
名
簿

登
載
者

（第

人
十
六
条

の
三
第

一

壊
後
段

の
規
定

に
よ
り
優

先
鉱

に
当

選

人
と
な

る

べ
き
候
補

者

と

し

て

そ

の
氏
名

及

び
当

選
人
と
な

る

べ
き
順
位

が
参
議

院
名
簿

に
記
載
さ

れ

て
い
る
若
を
除
く
く
）

馴

州量

圏

咽

珊

ａ

ｑ

ロ

ヨ

雪

風

潤

璃

州
珊
ｑ
姻
釧
矧
察
劉
■―
司



一
条

の
六
第

二

蓼

（
第

二

百

一
条

の
七
第

二
項

に

お

い
て
準

用

す

る
場
合

雪
ａ
引
ヨ
鍛
劉
誓
「
『
切
割
祠
溜
咽
劉
周
洞
珂
引
∃
剛
ョ
剣

八

十

六
条

の
四
第

二

項

（
同
条

第

五

項

に

お

い
て
そ

の
例

に

よ

る

こ
と

と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
ｃ
）

の
規
定
に
よ
り
当
該
公
職

の
候
補
者
が
所
属
す

る
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

珂

『翻

日
毬

翼
劇

錮
厨

鞘
凋

制
刹

２
冒

風
趨

署

獨
職

の‐
例
欄
召

及
び
第
二
百

一
条

の
人
第

二
項

（同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
一
条
の
六
第
二
項
の
確
認
書
の

月
側
溜
刻
研
溜
頭
対
召
の‐
側
の
引
湘
剛
郷

凋

割
目
智
翻
割

又‐
Ц
雪
周
潤
署

公
職

の
候
補
者
及
び
第

二
百

一

条
矧
智
雪
『
矧
鍋
∃
列
刻
切
９
司
瑠
圏
到
冽
個
ｑ
園
酬
風

引

瑚

刷

綱

趨

詞

劉

郵

制

倒

鋼

２‐

璃

矧

屈

司

目

罰

引

錮

掴

倒

到

司

翻

鋼

す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
電

子
メ
ー

ル

（
以
下

一
選
挙
運
動
用
電

子
メ
ー

ル
」

と

い
う
ｃ
）

の
送
信
を
す
る
者

（
そ
の
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
も

の
と
す

る
く

り
下

一
選
挙

通
藪

用
電

子

メ
ー

ル
送
信
者
」
と

い
う
く
）

は
、

次

の
各

号

に
握

げ

る
者

に
対

し
、
か

かッ
、
当
該

各

号

に
定

め

る
電

子

メ
ー

ル

ア
ド

レ

ス
に
送

信

を

す

る
選

挙

運
我

用

電

子

メ
ー

ル
で
な

け

漁

ぼ
、
送
信

を

す

る

こ
と

が

で
き
な

い
く

一
|

あ
ら
か
じ
め
、
選
挙
運
動
用
電

子
メ
ー

ル
の
送
信

を
す
る
よ
う
に
求

め

る
旨

又
は
送
信

を
す

る

こ
と

に
同
意

す

る
旨

を
選
挙
運
動

用
電

子
メ
ー

ル
送
信
者
に
対
し
通
無
し
た
者

（そ
の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
当
該
選

挙
運
動
用
電
子
メ
ー

ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知
し
た
者
に
限
る
ｃ
）



当

該

選

挙

遵

戟

用

電

子

メ

ー

ル
送

信

者

に

対

し
自

ら

遅

無

し

た

電

子

メ

―

ル
ア
ド

レ

ス

ヨ

前
号
に
掲
げ

る
者

の
ほ
か
、
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー

ル
送
信
者

の
政
治

活
動

の
た
め
に
用

い
ら

れ
る
電

子
メ
ー

ル

（
以
下

一政
治
活
戟
用
電

子
メ

―

ル
」
と
い
う
ｃ
）
を
継
続
的
に
受
信
し
て
い
る
者

（
そ
の
電
子
メ
ー

ル

ア

ト

レ

し
た
者

に
限
り
、
か

つ
、
そ

の
通
知
を

し
た
後
、
そ

の
自

ら
通
知

し
た
全

て

の
電

子

メ
ー

ル
ア
ド

レ

ス
を
明
ら

か
に
し

て

こ
れ
ら

に
基
該
政
治

活

戟

用
電

子

メ
ー

ル

の
送
信

を

し
な

い
よ
う

に
求

め

る
旨

を
当
該

選
挙

運

我
用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
遅
魚
し
た
者
を
除
く
て）
で
洗
オンて
、

朝
到
付
洒

‐ヽ
，―
劃
翻
翼
郵
翻
磐
鋼
列
Ｈ
留
目
鋼
濁
封
国
瑠
罰
司

割
「
引
羽
引
週
伺
¶
刻
ョ
廻
剰
釧
割
司
引
到
別
「
ョ
釧
割
潮

知
に
対
し
そ

の
受
信

し
て
い
る
政
治
活
動
用
電
子
メ
ー

ル
に
係
る
自
ら

通
知

し
た
全

て

の
電

子

メ
ー

ル
ア
ボ

レ

ス
を

明
ら

か
に

し

て
こ
れ
ら

に

当
該

選
挙

運
動

用
電

子

メ
ー

ル

の
送
信

を

し
な

い
よ
う

に
求

め
る
者

の

遅

舞

を

し
な

か

おッ
た

も

の
　

当

該

選

挙

運

動

用

電

子

メ
ー

ル

の
送

信

を

ｄ

ａ

風

司

倒

矧

Ч

鄭

謝

翼

目

到

劉

覇

劇

劇

何

週

伺

制

鋼

い
よ

う

に
求

め

る

者

の
遅

魚

を

し

た

電

子

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス
以

外

の
当

該

政
治

活
動
用
電

子

メ
ー

ル
に
係

る
自

ら
通
知

し
た
電

子

メ
ー

ル
ア
ド

朔

スー

３‐

劉
顧
ｕ
副
例
磐
電
周
コ
馨
司
畑
翼
咽
コ
切
河
ぺ
瑠
２
郷
鋼
周

利
刻
謝
阿
勾
翻
翻
朝
司
ｑ
馴
畑
瓢
「
罰
綽
邁
編
掴
期
瀾
堀
調
同
澗
週
郵
劇

選
出
議
員

の
選
挙

に
お
け

る
候
補
者

で
あ

る
者

を
除

く
ご

が
、
電
子

メ
ー

用

ら

ス

を

聖

諺

遵

毒

達

∋

薦

子

メ

ー

ル
遂

信

者

対

し

自

遍

魚



ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙
運
動

の
た
め
に
行
う
文
書
図
画
の
頒
布

は
、
第

一
蓼

の
期
定

に
よ
り
当
該
衆
議
院
名
簿

登
載
者

に
存

る
衆
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
が
行
う
文
書
図
画
の
頒
布
と
み
な
す
ｃ
ン
」
の
場
合
に
お
け
る
前

咽

矧

畑

幻

椰

倒

羽

到

脚

司

魁

翻

「

圏

捌

Л

到

到

咽

矧

眉

劉

し
よ
う
と
す
る
者
■
と
あ
る
の
は
、
一送
信
を
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者

（そ

の
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
と
す
る
。

41

参
議
院

（
比
復
代
表
選
世
）
諮
員

の
選
挙

に
消

い
て
、
公
用

の
候
補
者

た

る
参
議
院
名
簿

登
載
者

（第

八
十
六
条

の
三
第

一
項
後
段

の
規
定

に
よ
り
優

究

賦

に
当

選

人

と

な

る

べ
き

候

群

若

と

し

て

そ

の
氏

名

及

０
当

選

人

と

な

る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
、
電
子

メ
ー

ル
を
租
用
す

る
方
法

に
よ

り
選
挙

運
戟

の
た
め

に
行

う
文
書

図

画

の

錮
厠

週

到
呵

矧

摺

咽
調

当

璽
３

園

御

瓢
翻

司

楓
到

畏

開

名
簿
届
出
政
党
等
が
行
う
文
書
図
画
の
頒
布
と
み
な
す
。
＞
」
の
場
合
に
お
け

る
第

二
項

の
規
定

の
適
用

に

おッ
い
て
は
、
同
項
中

一送
信

を
す
る
者

（
そ

の

送

信

を

し

よ

う

と

す

る
若

」

と

あ

る

の
は
、

一
送

信

を

す

る
参

議

院

名
簿

登

載

著

（
そ

の
送

信

を

し

よ
う

と

す

る
参

議

院

名
簿

登
載

者

」

と

す

る
ぐ

５
　

逮
拳

遵
藪

用
電

子

メ
ー

ル
送
信
若

は
、

次

の
各

号

に
握

げ

る
場
合

に
応

Ч

そ―
狽
Я
暫
嘲
御
詔
潤
切
豊
舅
室
朝
別
劃
割
洞
料
Ｈ
卸
刑

ば

な

ら

な

い
て

■

鋼
ヨ

掘

¶

ヨ
呵

剰

切

劉
濶

剥

ヨ

ヨ

ａ
銘

剰

謝

ヨ
刊

テ
ＩＪ

捌

週

信
を
す
る
場
合
　
同
号
に
据
げ

る
者
が
そ

の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド

レ
ス
を

当
該
選
挙
運
戟
用
電
子
メ
ー

ル
送
信
者
に
対
し
自
ら
通
知

し
た

こ
と
及

び
そ
の
若
か
ら
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
す
る
よ
う
に
求
め

五



617

こ

と

る

こ

と

こ

と

ヨ

剰
∃
目
ｑ
ヨ
ロ
網
唄
勢
Ｂ
対
日
彗
ａ
罰
耐
司
ヨ
引

′
―サ
獨
週

信

を
す

る
場
合

　
同
号

に
握
げ

る
者

が
そ

の
電

子

メ
ー

ル
ア
ド

レ

ス
を

当
該

選
挙
連
載

用
電

子
メ
ー

ル
送
信
者

に
対

し
自
ら

通
矩

し
た

こ
と
、
当

該

選
挙

連
載
用
電

子

メ
ー

ル
送
信
者

が
当
該

電

子

メ
ー

ル
ア
ド

レ

ス
に

糾
続
髄

に
政
治

活
戟

用
電

子

メ
ー

ル
の
送
信

を

し

て

い
る

こ
と

及

ひ
当

該

選

挙

運

戟

用

電

子

メ
ー

ル
送

信

者

が

匠

場

に
握

げ

る
者

に

対

し
選

挙

遵
藪

用

電

子

メ
ー

ル

の
送

信

を

す

る
者

の
遅
魚

を

し
た

こ
と
て

選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー

ル
送
信
者
は
、
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、

選
挙

運
動
用
電

子

メ
ー

ル
の
送
信

を

し
な

い
よ
う

に
求

め

る
電

子

メ
ー

ル

ア
ド

レ

ス
を
明
ら

か

に
し

て
電

子

メ
ー

ル
の
送
信

そ

の
他

の
方
法

に
よ

り

当
該

電

子

メ
ー

ル
ア
ド

レ

ス
に
選
挙

運
動

用
電

子

メ
ー

ル
の
送
信

を

し
な

い
よ

う

に
求

め

る
者

の
遅
矩

を

受

け

た

と

き

は
、
碧

該

電

子

メ
ー

ル
ア
ド

レ

ス
に

選

挙

運
戟

用

電

子

メ
ー

ル

の
送

信

を

し

て

は
な

ら

な

い
て

潮

§

罰

□

目

刈

ｌｌ

錮

眉

召

咽

溜

∃

鋼

司

詞

司

刊

留

紹

目

に
当
た

つ
て
は
、
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー

ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り

頒
布
さ

れ

る
文
書

図

画

に
次

に
掲
げ

る
事

項
を

正
し
く
表

示

し
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
て

剰 ヨ ー|
こ
と

が

で
き

る
旨

四十

電
子
メ
ー

ル
の
送
信
そ

の
他

の
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方

選
挙
運
戟
用
電

子

メ
ー

ル
で
あ

る
旨

当
該

選
挙

運
藪
用
電

子
メ
ー

ル
送
信
者

の
氏
名

又
は
名
称

当
該

選
拳
遵
藪
用
電

子
メ
ー

ル
送
信
者

に
対

し
、
平削
項

の
通
知

を
行
う

一ハ



（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め

の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者

の
表
示
義
務
）

剣
胃
厠
刷
引
鋼
ａ
ｑ
卿
　
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
選
挙

の
当

日
ま

で
の
間

に
、
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す

る
方
法

に
よ
り
当
選

を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ

の
者

の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の

受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔削
る
〕

（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
人
工
知
能
関
連
技
術
を
利

用

し

て
作
成
さ

漁
た

画
像
等

が
据
載

さ

れ
た
文
書

図

画
を
頒
布
す

る
者

の

表
示
義
務
）

謝

銀

習

例

鋼

調

調

ぢ

昌

句

ａ

刺

目

週

圏

到

ヨ

朝

涵

∃

条

に
規
定
す
る
人
工
知
能
関
連
技
術
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

法
に
よ
り
前
項
の
通
知
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
そ

の
他

の
通
知
先

（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め

の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
の
表
示
義
務
）

剣
司
固
引
ョ
案
の‐
珂
　
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
そ
の
農
挙

の
当
日
ま
で
の
間
に
、
ウ

ェ
プ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す

る
方
法

に
よ
り
当
選
を

得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の

者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受

信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２‐

溜
璃

の‐
剃
劇

の‐
凋
刑
翼
劇
割
刑

の‐
劇
洲
瑚
４

の‐
潮
署

の‐
判
劇
剖
刊

の‐
闘

に
、
電
子
メ
ー

ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な

い
た
め
の
活

動

イこ―
側
用
引
ｄ
刻
∃
圃
画
期
欄
矧
引
刻
鋼
潤
羽
当
謝
対
割
国
団
イこ―
瑠
り
召

の‐

電
子
メ
ー

ル
ア
ド

レ
ス
及
び
氏
名

又
は
名
称
を
正
し
く
表
示
し
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
て

〔新
設
〕

七



じ
ｃ
）
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
ヌ
は
改
変
さ
れ
た
画
像

又
は
映
像

（
そ
の
改

変

の
内
容

が
社
会

通
念

に
照
ら

し

て
軽
微

で
あ

る
も

の
又
は
実

際

に
撮

影

さ

れ
た
も

の
と
誤
認
さ

れ

る
お
そ
れ

の
な

い
も

の
を
除

く
ｃ
）
が
据
載
さ
れ

た
次
に
据
げ
る
文
書
区
画
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
れ
用
す
る
方
法
に
よ

口

姻

朝

ａ

司

咽

判

雪

剛

翻

硼

四

網

側

朝

刹

闊

矧

詞

額

矧

制

日

て
作
成
さ
れ
ヌ
ほ
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
者
が
、
当
該
文
書
区
画
に
拝
る

ヨ

∃

圏

冽

翼

日

割

刻

鋼

ゴ

国

蜘

Д

潮

伺

錮

血

烈

咽

圏

矧

赳

司

し
く

表

示
さ

れ

る
よ

う

に

し
な

け

漁

ば

な

ら
な

い
て

選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画

二十

当
選
を
得
さ

せ
な

い
た
め

の
活
動

に
使
用
す

る
文
書
図
画

で
あ

わッ
て
、

劉
賓
割
卸
渇
州
ヨ
細
劉
具
冽

日‐
引
劉
周
細
翼
リ
ョ
ョ
票
あ
湖

に
頒
布
さ
れ

る
も

の

（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
候
補
者
の
氏
名
等
を
表
示

し
た
有
料
広
告
の
禁
止
等
）

第
百
四
十
二
条

の
六

　

〔略
〕

２

　

〔略
〕

３
　
何
人
も
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
若
し
く
は
政

党
そ
の
他

の
政
治
団
体

の
名
称
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
類
推
さ
れ
る
よ
う

な
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
広
告
で
あ

つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通

信

の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
コ

ン‐
刻
Ｈ

ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使

用
す
る
文
書
図
画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、

（イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
候
補
者

の
氏
名
等
を
表
示

し
た
有
料
広
告
の
禁
止
等
）

第
百
四
十
二
条
の
六

　

〔略
〕

２

　

〔略
〕

３
　
何
人
も
、
選
挙
運
動
の
期
間
中
は
、
公
職
の
候
補
者

の
氏
名
若
し
く
は
政

党
そ
の
他

の
政
治
団
体

の
名
称
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
類
推
さ
れ
る
よ
う

な
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
広
告
で
あ

つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通

信

の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
刻

工‐
呵
朔

イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用

す
る
文
書
図
画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、
有

ノ(



有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書

図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
前

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
選
挙
運

動
の
期
間
中
に
お
い
て
、
広
告

（第

一
項
及
び
第
百
五
十
二
条
第

一
項
の
広

告
を
除
く
も
の
と
す
る
。
）
で
あ

つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通
信

の
受

信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

等

を
和
用
す

る
方

法

に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

が
行
う
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
り
頒
布
す
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

　

〔略
〕

（
選
挙
に
関
し
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者

の
責
務
）

第
百
四
十
二
条

の
七
　
選
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
は
、

郷
翼

橿

河

司
鍋

ョ

嘲

例
割

ヨ

興

潮

可
刻

国

∃

硼
刺

「

紹

因

に
し
て
選
挙

の
公
正
を
害
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヤき
|

２‐
　
選
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
は
、
公
職
の
候
補
者
に

対
し
て
悪
質
な
誹
謗
中
傷
を
す
る
等
表
現

の
自
由
を
濫
用
し
て
選
挙
の
公

正
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
の
適
正
な
利
用
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
文
書
図

画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
選
挙
運

動
の
期
間
中
に
お
い
て
、
広
告

（第

一
項
及
び
第
百
五
十
二
条
第

一
項
の
広

告
を
除
く
も
の
と
す
る
。
）
で
あ

つ
て
、
当
該
広
告
に
係
る
電
気
通
信
の
受

信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
ウ

エ
ブ
サ
イ
ト
等

を
利
用
す

る
方
法

に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が

行
う
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
、
有
料
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
頒
布
す
る
文
書
図
画
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

　

〔略
〕

（選
挙
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
の
適
正
な
利
用
）

第
百
四
十
二
条
の
七

　

〔新
設
〕

濃
挙
に
関
し
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
者
は
、
公
職
の
候
補
者
に

対
し
て
悪
質
な
誹
謗
中
傷
を
す
る
等
表
現
の
自
由
を
濫
用
し
て
選
挙
の
公

正
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等

の
適
正
な
利
用
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九



（実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
〕

第
百
九
十
七
条

の
二

　

〔略
〕

２
　
衆
議
院

（比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
選

挙
運
動
に
従
事
す
る
者

（選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
、
専
ら
第

百
四
十

一
条
第

一
項
の
規
庁
に
よ
り
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自

動
車
又
は
船
舶

の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
、
専
ら
手

話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及
び
専
ら
第
百
四
十
二
条

の
三
第

一
項

の

規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動

の

た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
面
の
頒
布
又
は
第
百
四
十
二
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
る
選
挙
運
動

の
た
め
Ｆ
使
用
す
る
文
書
図
画
の
掲
示
の
た
め
に
日
述

を
要
約
し
て
文
書
図
画
に
表
示
す
る
こ
と

（次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

「要
約
筆
記
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
の
ほ
か
、
当
該
選
挙
に

つ
き
第
八
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま
で
若
し
く
は
第
人
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第

一
項
若
し

く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
九
項
又
は
第

八
十
六
条
の
四
第

一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
人
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
あ

つ
た
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
限
り
、
公
職

の
候
補
者

一
人
に

つ
い
て

一
日
五
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
各
選
挙
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
員
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
人

一
日
に

つ
き
政
令

で
定
め
る
基
準
に
従

い
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

選
挙
管
理
委
員
会

（参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

つ
い
て
は
中
央

選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る

事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
濃
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
額
の

一
〇

（実
費
弁
償
及
び
報
酬
の
額
）

第
百
九
十
七
条

の
二

　

【略
〕

２
　
衆
議
院

（比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
選

挙
運
動
に
従
事
す
る
者

（選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
員
、
専
ら
第

百
四
十

一
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自

動
車
又
は
船
舶
の
上
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
者
、
専
ら
手

話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及
び
専
ら
第
百
四
十
二
条

の
三
第

一
項
の

規
定

に
よ
る
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動

の
た

め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
の
頒
布
又
は
第
百
四
十
二
条
第

一
項

の
規
定
に

よ
る
選
挙
運
動

の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
の
掲
示
の
た
め
に
日
述
を

要
約
し
て
文
書
図
画
に
表
示
す
る
こ
と

（次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

「要

約
筆
記
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償

の
ほ
か
、
当
該
選
挙
に

つ
き
第
八
十
六
条
第

一

項
か
ら
第
二
項
ま
で
若
し
く
は
第
人
項
、
第
八
十
六
条

の
二
第

一
項
若
し
く

は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
人
十
六
条

の
二
第
九
項
又
は
第
人

十
六
条

の
四
第

一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
人
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
の
あ

つ
た
日
か
ら
そ
の
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

限
り
、
公
職
の
候
補
者

一
人
に

つ
い
て

一
日
五
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

各
選
挙
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
員
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
一
人

一
日
に

つ

き
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選

挙
管
理
委
員
会

（参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

つ
い
て
は
中
央
選

挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
濃
挙
管
理
委
員
会
）
が
定
め
る
額
の
報



報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

　

〔略
〕

（推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
特
例
）

第
二
百

一
条
の
四

　

〔略
〕

２
～
５

　

〔略
〕

６
　
第

一
項
の
推
薦
演
説
会
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画

イ

タ

ー

卜
等
を
利
用
す
る
‐力
湖
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
掲
示
し
又
は
頒
布
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
三

　

〔略
〕

７
～
９
　
　
〔略
〕

（選
挙
運
動
に
関
す
る
各
種
制
限
違
反
、
そ
の

一
）

第
二
百
四
十
三
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
一年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

　

〔略
〕

〔削
る
〕

一二
の
一
一

四
～
十

２

　

〔略
〕

〔略
〕

〔略
〕

酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

　

〔略
〕

（推
薦
団
体
の
選
挙
運
動
の
特
例
）

第
二
百

一
条
の
四

　

〔略
〕

２
～
５
　

〔略
〕

６
　
第

一
項
の
推
薦
演
説
会
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画

（刀

工‐
ガ
朔
狙
劇

螂
溜
利
刑
Л
利
朔
湖
に
よ
り
頒
布
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
掲
示
し
又
は
頒
布
す
る
こ
と
が
で

き

る

。

一
～
三

　

〔略
〕

７
～
９
　
　
〔略
〕

（選
挙
運
動
に
関
す
る
各
種
制
限
違
反
、
そ
の

一
）

第
二
百
四
十
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
一年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

　

〔略
〕

ヨ
リ
剰

算

百
四
十

三
条

の
四
第

二
壊

（
同
条
第

二
項

又
は
第

四
項
に
お

い

コ
司
錮
引
召
週
捌
劇
猶
場
ｄ
寛
副
働
ヨ
却
掘
瀾
咽
矧
轡
超
趨

反
し
て
選
挙
運
動
用
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
を
し
た
者

引
周
留
二十

　

〔熔
〕

四
～
十

　

〔疇
〕

２

　

〔略
〕



〉

（選
挙
運
動
に
関
す
る
各
種
制
限
違
反
、
そ
の
二
）

第
二
百
四
十
四
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　　一　一　一　　　　〔而睦岬〕

〔削
る
〕

〔削
る
〕

三
～
人

　

〔略
〕

２
　

〔略
〕

一
二

（選
挙
運
動
に
関
す
る
各
種
制
限
違
反
、
そ
の
二
）

第
二
百
四
十
四
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　　。　一　一　　　　〔語隆岬〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェ

ヨ
す
る
事
項
を
表
示
し
な
か

つ
た
者

目
ヨ

∃

瑠

劉

∃

９

到

賀

悶

召

三
～
人

　

〔賂
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

２
　

〔略
〕

年
以
下
の



○
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
つ
て
発
生
す
る
権
利
侵
害
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

（第
二
条
関
係
）

（切
細
削
刻
は
改
正
部
分
）

（趣
旨
）

（趣
旨
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
剰
狙

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
梱
刺

す
る
権
利
の
偏
留
絹
引

の‐
剥
廻

の‐
剰
羽
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
損

害
賠
償
責
任

の
制
限
及
び
発
信
者
情
報

の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に

つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
に
関
す
る
裁
判
手
続
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
あ
わ
せ
て
、
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
の
実
施

手
続
の
迅
速
化
及
び
送
信
防
止
措
置
の
実
施
状
況
の
透
明
化
を
図
る
絹

の‐

た
め
の
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
義
務
に

つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

の
侵
害
等
が
あ

っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
損
害

賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に

つ
い
て

定
め
る
と
と
も
に
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
に
関
す
る
裁
判
手
続
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
あ
わ
せ
て
、
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
の
実
施
手

続
の
迅
速
化
及
び
送
信
防
止
措
置
の
実
施
状
況
の
透
明
化
を
図
る
た
め
の

大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
義
務
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

∠０
。

（公
職

の
候
補
者
等
に
係
る
特
例
）

第
四
条
　
前
条
第
二
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
特

定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報

（選
挙
運
動
の
期
間
中
に
頒
布
さ
れ
た
文
書
図
画

に
係
る
情
報
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信
を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た

情
報
の
発
信
者
に
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
は
、
当
該
措
置
が
当
該
情
報
の
不

特
定

の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
賠
償

の
責
め
に
任
じ
な
い
。

一
　

〔略
〕

（公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
特
例
）

第
四
条
　
革削
条
第
二
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
特

定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報

（選
挙
運
動
の
期
間
中
に
頒
布
さ
れ
た
文
書
図
画

に
係
る
情
報
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送
信
を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た

情
報
の
発
信
者
に
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
は
、
当
該
措
置
が
当
該
情
報
の
不

特
定

の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ

つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
賠
償

の
責
め
に
任
じ
な
い
。

一
　

〔略
〕

一
一一一

改
　
正
　
案

現
　
　
　
行



一
一　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
で
あ

っ
て
、
特
定
文
書
図
画
に
係
る
も
の

の
流
通
に
よ

つ
て
自
己
の
名
誉
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
公
職

の
候
補
者

等
か
ら
、
名
誉
侵
害
情
報
等
及
び
名
誉
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
等

（公
職
選
挙
法
第
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

同
項
又
は
同
法
鋼
司
別
刊

二十
察

の‐
呵

の
規
定
に
違
反
し
て
表
示
さ
れ
て

い
な

い
旨
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
紺
し
名
誉
侵

害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
よ
う
申
出
が
あ

つ
た
場
合
で
あ

っ
て
、

当
該
情
報

の
発
信
者

の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
当
該
情
報
に
係
る

特
定
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器

（入
出
力

装
置
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

（大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
指
定
）

第
二
十
条
　
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
特
定
電
気
通

信
役
務
で
あ

っ
て
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通

に

つ
い
て
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
の
実
施
手
続
の
迅
速
化
及
び
送
信
防

止
措
置
の
実
施
状
況
の
透
明
化
を
図
る
必
要
性
そ

の
他

こ

の
章

の
規
定

に

磐
到
ｄ
矧
倒
涸
調
洲
創
姻
剣
咽

が
特
に
高

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
以
下

「大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
特
定
電
気
通
信

役
務
提
供
者
を
、
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
。
一
一

〔略
〕

一
四

一
一　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
で
あ

っ
て
、
特
定
文
書
図
画
に
係
る
も
の

の
流
通
に
よ

つ
て
自
己
の
名
誉
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
公
職

の
候
補
者

等
か
ら
、
名
誉
侵
害
情
報
等
及
び
名
誉
侵
害
情
報
の
発
信
者

の
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
等

（公
職
選
挙
法
第
百
四
十
二
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

同
項
又
は
同
法
鉾

百

匹

十

三

条

Ｃ

五

穿

一
序

の
規
定
に
違
反
し
て
表
示

さ
れ
て
い
な

い
旨
を
示
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対
し

培
誉
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置
を
講
ず
る
よ
う
申
出
が
あ

っ
た
場
合
で

あ

つ
て
、
当
該
情
報
の
発
信
者

の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
当
該
情
報

に
係
る
特
定
電
気
通
信

の
受
信
を
す
る
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器

（入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と

↓ｅ
。

（大
規
模
特
庁
電
気
通
信
役
務
提
供
者

の
指
定
）

第
二
十
条
　
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
特
定
電
気
通

信
役
務
で
あ

っ
て
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通

に

つ
い
て
侵
害
情
報
送
信
防
止
措
置

の
実
施
手
続
の
迅
速
化
及
び
送
信
防

止
措
置
の
実
施
状
況
の
透
明
化
を
図
る
必
要
性
が
特
に
高

い
と
認
め
ら
れ

る
も
の

（以
下

「大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
を
、
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
。
一
一

〔略
〕



〓
一　
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
が
〈
そ
の
利
用
に
係
る
特
定
電
気
通
信
に
よ

る
情
報
の
流
通
に
よ

っ
て
権
利

の
侵
害
期
，が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
少
な

い
特
定
電
気
通
信
役
務
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。

２
～
４
　
　
〔略
〕

（発
信
者
に
対
す
る
通
知
等
の
措
置
）

第
二
十
七
条
　
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
大
規

模
特
定
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情

報
の
流
通
に

つ
い
て
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当

該
送
信
防
止
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た
情
報
の
発
信
者
に
通
知
し
、

又
は
基
該
情
報
の
発
信
者
が
蓉
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
措
置

（第
二
号

及
び
第

二
十
人
条
第
二
号
に
お
い
て

「通
知
等
の
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
送
信
防
止
措
置
が
前

条
第

一
項
の
基
準
に
従

っ
て
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
由

に
お
い
て
、
当
該
送
信
防
止
措
置
と
当
該
基
準
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
。
一
一
　

〔略
〕

（選
挙

の
公
正
に
対
す
る
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
）

第

二
十

七
条

の

二

州
捌
固
科
∃
剣
日
堀
翔
潟
日
∃
咽
剰
∃
用
写
莉

凋
翻

目

国

目

越

伺

鶴

期

ど

倒

掴

ｑ

翻

涸

掴

∃

伺

∃

ロ

コ

〓
一　
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
が
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
定
電
気
通
信
に
よ

る
情
報

の
流
通
に
よ

っ
て
権
利

の
侵
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ

の
少
な

い

特
定
電
気
通
信
役
務
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
も

の
以
外

の
も

の
で

あ
る
こ
と
。

２
～
４
　
　
〔略
〕

（発
信
者
に
対
す
る
通
知
等
の
措
置
）

第
二
十
七
条
　
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
大
規

模
特
定
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情

報
の
流
通
に

つ
い
て
送
信
防
止
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当

該
送
信
防
止
措
置
に
よ
り
送
信
を
防
止
さ
れ
た
情
報
の
発
信
者
に
通
知
し
、

又
は
当
該
情
報
の
発
信
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
措
置

（第
二
号

及
び
狙
菊
鋼
ョ
ロ
に
お
い
て

「通
知
等

の
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
送
信
防
止
措
置
が
前
条
第

一

項
の
基
準
に
従

っ
て
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
由
に
お
い

て
、
当
該
送
信
防
止
措
置
と
当
該
基
準
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
・
一
一

〔略
〕

〔新
設
〕

一
五



る
情
錦

の
流
通

の
う
ち
、
法
令

に
達

反
す

る
情
謝

の
流
通
、
虚
偽

の
情

郡

の

週
剰
割
調
叙
渦
朔
雹
掘
み
刑
ヨ
『
瀾
獨
潮
到
思
ヨ
自
副
刻
潤

そ
れ
の
あ
る
情
郡
の
流
通
に
よ
る
悪
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、
当
該
大
親
模

『

目

到

翻

月

鍛

羽

観

桐

思

Ч

惑

零

籟

留

ヨ

司

瀾

引

椒

矧

引

な
い
。

２‐

細
覇
瀾
珊
嘲
創
磐
凋
劉
絹
制
割
『
∃
翔
翻
周
靱
摺
目
『
涵
周
倒
羽
刺
因

者
が
講
ず

べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か

つ
有
効
な
実
施
に
資
す
る
た

め
に
必
要
な
指
針
を
定

め
る
も

の
と
す

る
ｃ

３
　
総
務
大

臣

は
、
前

項

の
指
針
を
定

め
、
又
は
変
更

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、

こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
て

（措
置
の
実
施
状
況
等
の
公
表
）

第
二
十
人
条
　
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
毎
年

一
回
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一　

第
二
十
二
条
の
申
出
の
受
付
の
状
況

一
一　
第
二
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
通
知
の
実
施
状
況

〓
一　
剣
ョ
刊
日
案

の
規
定
に
よ
る
通
知
等

の
措
置
の
実
施
状
況

四
　
送
信
防
止
措
置
の
実
施
状
況

（前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

珂

調
条
鋼
引
項

の‐
規
劇
イこ―
劇
ａ
欄
目
り
輿
刺
洲
冽

瀾
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
自
ら
行

っ
た
評
価

引
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

が
こ
の
章

の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に

一　
一ハ

（措
置
の
実
施
状
況
等

の
公
表
）

第
二
十
人
条
　
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
は
、
毎
年

一
回
、
総
務
省

令
で
定
め
る
た
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　

第
二
十
三
条
の
申
出
の
受
付
の
状
況

一
一　
第
二
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
通
知

の
実
施
状
況

〓
一　
調
条

の
規
定
に
よ
る
通
知
等

の
措
置
の
実
施
状
況

四
　
送
信
防
止
措
置
の
実
施
状
況

（前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

〔新
設
〕

珂
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
自
～
だ

っ
た
評
価

湘
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
大
規
模
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者

が
こ
の
章

の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に



す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

一
七



一
人

Ｏ
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（令
和
五
年
法
律
第
二
十
二
号
）

（附
則
第

七
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（例
細
剖
州
は
改
正
部
分
）

第
百
九
十
九
条
　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報

の
流
通
に
よ

つ
て
発
生
す
る

権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔略
〕

第
二
十
人
条
第

一
号
中

「第
二
十
二
条
」
を

「第
二
十
四
条
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中

「第
二
十
五
条
」
を

「第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中

一第

二
十
七
条
」
を

一第

二
十
人
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条

と

し

、

鉾

三

十

七

然

ヰ

一
鉾

三

十

六

条

策

三

号

」
を

一
算

三

十

九

察

算

三

号

」

に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
人
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
ｃ

第
二
十
五
条
中

「第
二
十
二
条
」
を

「第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第

二
十
四
条
と
す
る
。

〔略
〕 鉾

三
十

七
象

の
三
を
第

二
十

六
柔

の
三
と

す
る
。

改
　
正
　
案

第
百
九
十
九
条
　
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ

っ
て
発
生
す
る

権
利
侵
害
等

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔略
〕

第
二
十
人
条
第

一
号
中

「第
二
十
二
条
」
を

「第
二
十
四
条
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中

「第
二
十
五
条
」
を

「第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
九
条
と
し
、

刊
日
案
と
す
る
。

〔新
設
〕

第
二
十
五
条
中

「第
二
十
二
条
」
を

「第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第

二
十
四
条
と
す
る
。

〔略
〕

第

二
十

七
条

を

第

二
十

人
条

と

し
、
第

二
十

六
象

を
算

三

現
　
　
　
行


